
別記２ 

成果物一覧表 

１ 用地補償等業務の施行にあたり使用する用紙等の様式等については、次表に定めるところによる 。 

２ 各成果物の提出部数は、２部とする。 

３ 成果物の様式等については次表のとおりとする。 

４ 次表に定めのない様式等については、特記仕様書又は監督員の指示による。



   

 

分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 
 

  

1 
成果物表紙 

  

  

２ 検証・照査済一覧表 Ａ－４ 
 

第 

３ 

章 

関 

係 

地図の転写 ３ 地図写 

  

土地の登記記録の調査 

４ 土地の登記記録一覧表 Ａ－４ 
買収地、隣接地にかかわりなく地番順 

に記載する。 

５ 土地調査表 〃 

土地の登記記録の登記事項証明書を必 

要とする場合は、特記仕様書で指示す 

る。 

建物等の登記記録の調査 

６ 建物の登記記録一覧表 〃 

建物の登記記録の登記事項証明書を必 

要とする場合は、特記仕様書で指示す 

る。 
 

立木の登記記録 

 登記記録の登記事項証明書を添付す 

る。 

権利者の確認調査 

５ 

55 

53 

土地調査表 

木造建物調査表 

建物等配置図 

Ａ－４ 

〃 

法人の登記記録又は商業の登記記録の 

登記事項証明書を添付する。 

５ 

７ 

土地調査表 

戸籍簿等調査表 

Ａ－４ 

〃 

住民票謄本又は抄本等の添付を要す 

る。名義人に相続が発生している場合 

は、相続関係を証する戸籍簿等の謄本 

又は抄本を全て添付する。 

８ 相続関係説明図 Ａ－４又はＡ－３ 
 

墓地管理者等の調査 
92 

93 

墓地管理者調査表 

墓地使用(祭し)者調査表 

Ａ－４ 
 

地図の作成 

 

転写地図の連続図 

  

土地利用履歴等の調査 

９ 
土壌汚染等に関する土地利

用履歴等調査報告書(１) Ａ－４ 土地利用履歴等調査要領第７条 

10 
土壌汚染等に関する土地利

用履歴等調査報告書(２) 〃 〃 

11 法令関係資料調査表 〃 〃 

12 現況利用調査表 〃 〃 

13 履歴等聞き取り調査表 〃 〃 

第 

４ 

章 

関 

係 

用 

地 

測 

量 

  
測量機器検定証明書 

(写) 

  

立会い準備 

 
土地境界 

権利者一覧表 

 
(4)土地の登記記録一覧表に準じて作 

成する。 
 

土地境界立会 

依頼通知書 

 
様式等については、監督員と協議し 

その指示による。 

境界立会い 
14 

土地境界立会確認書 Ａ－４ 
 

   

  



分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 
 

第 

４ 

章 

関 

係 

用 

地 

測 

量 

補助基準点測量 

 

基準点観測手簿 
 

すみ入 れ不要 原簿 

 

基準点網図 Ａ－全判 
 

 

点の記 Ａ－４ 
基準点、補助基準点及び準拠点につい 

て作成する。 
 

基準点計算書 
  

 

基準点成果簿 
  

 

基準点精度管理表 
  

復元測量 

 

境界点復元箇所表示図 
 

写真を含む。 

 座標による距離、 

方向角の計算書 

  

 境界点復元箇所 

座標一覧表 

  

境界測量 

 

境界測量観測手簿 
 

すみ入 れ不要 原簿 

 

境界測量計算書 
  

 

境界点成果簿 
 

境界点(座標)には、適宜符号を付す。 

用地境界 

仮杭設置 

 
用地境界仮杭 

設置場所表示図 

 
控杭を設置した場合は、用地境界仮杭 

と控杭との関係を表示する。 
 

用地境界仮杭 

座標値一覧表 

 控杭を含む。 

境界点間測量 
 

境界測量精度管理表 
  

面積計算 
 

面積計算表 Ａ－４ 座標求積によるもの。 

実測平面図作成 

 

実測平面図 

  

 

実測平面図精度管理表 
  

 

用地平面図 

 補助基準点の位置、境界辺長、計測、 

距離及び座標値一覧表を除いて表示す 

る。 

 

用地平面図精度管理表 
  

永久境界杭埋設 
 

永久境界杭埋設表示図 
 

写真を含む。 

  

品質評価表 
  

 

メタデータ 
  

 

15 地積測量図 Ｂ－４ 不動産登記規則別記様式による。 

 

16 
土地所在図 

地形図 
〃 

不動産登記規則別記様式による。 

  



分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 

    

17 
標準地評価調書(案) Ａ－４ 表紙 

    

18 
標準地評価格等総括表 〃 

 

第    

19 

同一状況地域等 

区分表及び 

標準地評価格査定表 

〃 

 

５    

20 
標準地評価調書 

(取引事例比較法) 
〃 

 

章 

   21～27 個別的要因調査表 

及び算定表 

〃  

・ 

別 

   28～34 地域要因調査表 

及び算定表 

〃  

   

35 
標準地及び取引 

事例地等調査表 
〃 

 

    

標準地評価調書 〃 収益還元法外 

記 

土 地評 価 
43 

賃貸事例調査表 〃 
 

   

44 
標準地画地図 〃 

 

４ 

   

45 取引事例地画地図 〃 
 

   

46 取得地比準調書(案) 〃 表紙 

    

47 比準地評価調書 〃 
 

関 

   

48 
残地補償金 

算定調書(案) 

〃 表紙 

    

49 残地補償金算定表 〃 
 

    

50 調整価格調書(案) 〃 
 

係 
   

51 

標準地の評価格から評 

価した土地の価格の調 

整表 

〃 

 

    

52 

標準地の評価格から評 

価した土地の価格の調 

整算定表 

〃 

 

第 

６ 

章 

・ 

別 

記 

５ 

   

53 建物等配置図 Ａ－４又はＡ－３ 

本規格により難い場合は,適宜の大き 

さとする。 

木造建物要領〔軸組工法〕別添１ 

図面作成基準(別表) 

木造建物要領〔ツーバイフォー工法又 

は木質系プレハブ工法〕 

別添１ 図 面作 成基準 ( 別表 ) 
木造 建物調査・積算  

54 建物調査図 〃 〃 

 

 

  55-1 

55-2 

木造建物調査表 Ａ－４ 木造建物要領〔軸組工法〕第 20 条 

木造建 物要領 〔ツー バ イフ ォー工法 

又は木質系プレハブ工法〕第 20 条 

   
56 

木造建物補正率 

関係調査表 
〃 

 

関 

係 

   57-1 

57-2 

木造建物建築直接工事費 

計算書 
〃 

木造建物要領〔軸組工法〕第 45 条 

木造建 物要領 〔ツー バ イフ ォー工法 

又は木質系プレハブ工法〕第 45 条 
    

58 
木造建物建築直接工事費 

計算書〔曳家工法〕 

〃 建物要領第６条別記 

    
59 

木造建物解体直接工事費 

計算書 

〃 建物要領第６条 

  



分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 

  

60 工事内訳明細書総括表 Ａ－４ 非木造建物要領別添３第７ 

  

61 工事工程 表 〃 
 

  

62 種目内訳書・中科目内訳書 〃 
 

  
63-1 細目内訳 書 〃 

 

  
63-2 数量計算 書 〃 

 

   
構造計算 書 

  

   
(建築図面 ) 

  

   
建物概 要 Ａ－２ 

 

第 

  
平面 図 〃 １枚の用紙に複数の図面を記載するこ 

とができるものとする。 

数量計算及び積算に必要なその他図面 

は,名称を付して作成しなければなら 

ない。 

非木造建物要領別添１ 

  
断面 図 〃 

   
杭地業想定設計 図 〃 

６ 

  
根切想定設計 図 〃 

  
上部く体現状 図 〃 

 

   
矩計 図 〃 

 

章 

  

立面 図 〃 
 

  
写真方向撮影 図 〃 

 

   
建物等配置 図 〃 

 

・ 非木造建物の調査・積算 

 
展開 図 〃 

 

 
仕上 表 〃 

 

   
面積 表 〃 

 

別 

  
建具 表 〃 

 

  
その他図 面 〃 

 

   
(建築設備図面 ) 

  

記 
  

○電気設備 
  

   
器具一覧表 Ａ－２ 

 

６ 

  
器具配置図 〃 

 

  
受変電設備図 〃 

 

   
幹線系統図 〃 

 

関 
  

動力設備系統図 〃 
 

   
○給排水衛生設備 

  

係 

  
器具一覧表 Ａ－２ 

 

  
器具配置図 〃 

 

   
消火設備系統図 〃 

 

   
汚水処理設備図 〃 

 

   
その他図面 〃 

 

   
○空気調和設備 

  

   
器具一覧表 Ａ－２ 

 

   
器具配置図 〃 

 

   

その他図面 〃 
 

  



分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 

別 

第記 

６６ 

章関 

・係 

非木造建物の調査・積算 

 
○昇降設備 

 

１枚の用紙に複数の図面を記載するこ 

とができるものとする。 

数量計算及び積算に必要なその他図面 

は,名称を付して作成しなければなら 

ない。 

非木造建物要領別添１ 

非木造建物図面作成基準(別表) 

 
諸元表 Ａ－２ 

 
その他図面 〃 

 
○その他設備 

 

 
必要図面 Ａ－２ 

第 

６ 

章 

・ 

別 

記 

５ 

・ 

別 

記 

６ 

関 

係 

建物移転料共通 

64 不可視部分調査表 Ａ－４ 

木造建物要領〔軸組工法〕第４条第２ 

項 

木造建物要領〔ツーバイフォー工法又 

は木質系プレハブ工法〕第４条第２項 

非木造建物要領第６条第１項 

65 法令適合性調査表 〃 
 

(128) 計画概要表 〃 

(129) 面積比較表 〃 

(130) 計画概要比較表 〃 

66 発生材価額算出表 〃 
 

67 
建物移転料算定表 

〔 再 築 工 法 〕 

〃 建物要領第６条 

68 
建物移転料算定表 

〔 曳 家 工 法 〕 

〃 〃 

69 
建物移転料算定表 

〔 改 造 工 法 〕 

〃 〃 

70 
建物移転料算定表 

〔 復 元 工 法 〕 

〃 〃 

71 
建物移転料算定表 

〔 除 却 工 法 〕 

〃 〃 

72 建物移転料算定表 〃 
 

第 

６ 

章 

・ 

別 

記 

７ 

関 

係 

機械設備の調査・積算 

73 機械設備調査表 Ａ－４ 機械設備要領第４条 

74 
機械設備算定内訳書 

( 総 括 表 ) 

〃 機械設備要領別添２ 

機械設備工事費算定基準第８ 

75 
機械設備算定内訳書 

(復元工事費又は再築工事費) 

〃 〃 

76 
機械設備算定内訳書 

( 撤 去 費 ) 

〃 〃 

77 
機械設備直接工事費明細

書 
〃 〃 

78 
機械設備据付工数等計算

書 

〃 機械設備要領別添２ 

機械設備工事費算定基準第５、６ 

79 
機械設備運搬台数計算書 〃 機械設備要領別添２ 

機械設備工事費算定基準第７ 

80 
機械設備見積比較表 〃 機械設備要領別添２ 

機械設備工事費算定基準第３ 

第別 

６記 

章７ 

・関 

係 

工作物の調査・積算 

81 工作物調査表 Ａ－４ 
 

82 工作物移転料算定表 〃 
 

第別 

６記 

章８ 

・関 

係 

附帯工作物の調査・算定 

83 附帯工作物調査表 Ａ－４ 附帯工作物要領第４条 

84 附帯工作物補償額算定表 〃 附帯工作物要領第７条 

85 附帯工作物補償額比較表 〃 
 

  



分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 

第 

６ 

章 

関 

係 

石綿調査算定 

 
石綿施工状況図 Ａ－４、Ａ－３又は 

Ａ－２のうちいずれか 

石綿調査算定要領第５条 

 
写真撮影方向図 

86 石綿調査表 Ａ－４ 石綿調査算定要領第４条 

87 調査承諾確認書 〃 石綿調査算定要領第６条 

第別 

６記 

章９ 

・関 

係 

立竹木の調査・積算 

88-1 立竹木調査表 Ａ－４ 立竹木要領第５条 

88-2 

 

用材林標準地調査表兼 

集計表 
〃 〃 

89 
収穫樹(園栽培) 

管理程度補正表 

〃 

 
立竹木要領第１０条 

 

90 管理程度補正判定表 〃 〃 

91 立竹木補償額算定表 〃 〃 

第 

６ 

章 

関 

係 

墳墓の調査・積算 

 

墳墓配置図 Ａ－４ 
改葬及び祭し料要領第５条 

本規格により難い場合は、適宜の 

大きさとする。 

92 墓地管理者調査表 〃 改葬及び祭し料要領第４条 

93 墓地使用(祭し)者調査表 〃 〃 

94 墓碑類調査表 〃 

〃 

カロート等で標準書が適用できない 

ものについては、移転費等の積算に 

必要な図面の作成を要する。 

95-1 

95-2 

96 

改葬補償金算定書 

改葬料算定表 

祭し料算定書 

〃 
改葬及び祭し料要領第７条、第８条 

第 

７ 

章 

・ 

別 

記 

10 

関 

係 

営業調査・積算 

 

営業補償金算定概説書 Ａ－４ 
 

97 

 
営業調査総括表 〃 営業要領第３条 

 

各種調査資料 
 

各種資 料の写し 営 業要 領 第２ 条 

98 

 
損益計算書比較表 Ａ－４ 営業要領第３条 

99 

 
仕入先調査表 〃 営業要領第３条 

100 

 
従業員調査表 〃 営業要領第３条 

 

売場及び工場配置図 
  

 

設備機械器具調査表 
  

 生産及び 

販売実績調査表 

  

 受注又は 

顧客動向調査表 

  

 在庫率及び 

回転率調査表 

  

 

得意先喪失調査表 
  

 

移転広告費調査表 
  

 

営業の権利調査表 
  

 固定資産及び 

流動資産調査表 

  

101 
営業補償金算定書 

(営業廃止の補償) 

Ａ－４ 営業要領第６条 

102 
営業補償金算定書 

(営業休止の補償) 

〃 営業要領第７条、第８条 

103 
営業補償金算定書 

(営業規模縮小の補償) 

〃 営業要領第 10 条 

  



分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 

第 

７ 

章 

・ 

別 

記 

10 

関 

係 

営業調査・積算 

104-1 固定的経費内訳書 Ａ－４ 営業要領第７条 

104-2 固定的経費付属明細書 〃 営業要領第７条 

105 
従業員に対する休業手当 

相当額算定書 
〃 営業要領第６条、第７条 

106 認定収益額算定書 〃 営業要領第６条、第７条、第８条、 

第 10 条 

107 
得意先喪失補償額 

算定書 

〃 (１)製造業 

営業要領第７条、第８条 

108 
得意先喪失補償額 

算定書 

〃 (２)建設業 

営業要領第７条、第８条 

109 
得意先喪失補償額 

算定書 

〃 (３)卸・小売業 

営業要領第７条、第８条 

110 
得意先喪失補償額 

算定書 

〃 (４)飲食・サービス業 

営業要領第７条、第８条 

111 費用分解一覧表 〃 営業要領第７条、第８条 

112 
固定資産等の売却損 

補償額算定書 

〃 営業要領第６条、第７条、第８条、 

第 10 条 

113 移転広告費等算定書 〃 営業要領第７条、第８条 

 
移転工程表 

 
営業要領第 11 条 

 
移転工法認定書 

  

第 

７ 

章 

別 

記 

11 

・ 

別 

記 

12 

関 

係 

居住者等に関する 

調 査 ・ 積 算 

114 
居住者調査表 

(自家・家主用) 
Ａ－４ 

 

115 
居住者調査表 

(借家人・借間人用) 

〃  

116 家賃調査表 〃 家賃減収補償調査算定要領第３条 

117-1 仮住居補償金調査算定書 〃 仮住居等に要する費用に関する調査算 

定要領第４条 

117-2 仮倉庫補償金調査算定書 〃 〃 

118 家賃減収補償金算定書 〃 家賃減収補償調査算定要領第４条 

119 借家人補償金調査算定書 〃 借家人補償調査算定要領第４条 

120-1 移転雑費補償金算定書 
 

移転雑費算定要領第３条 

120-2 
建築物確認申請手数料 

計算表 
〃 

120-3 
設計、工事監理等業務 

報酬額計算表 
〃 

120-4 
就業不能補償日数 

内訳表 
〃 

動産に関する 

調査・積算 

121-1 動産調査表 Ａ－４ 動産要領第３条 

121-2 動産台数集計表 〃 動産要領第７条 

122 動産移転料算定書 〃 〃 

第関 

８ 

章係 

消費税等調査 123 消費税等調査表 Ａ－４ 

 

  



   

 

分類 業務区分 様式番号 成果物の名称 規格等 備考 
 

第 

９ 

・ 

10 

章 

関 

係 

予備調査 

移転工法案の検討 

124 企業概要書 Ａ－４ 
 

125 
移転工法(計画)案 

検討概要書 

〃  

126 
移転工法(計画)各案の 

比較表 
〃 

 

127 計画概要表 

(検討資料) 
〃 

 

128 計画概要表 〃 
 

129 面積比較表 〃  

130 計画概要比較表 〃  

第関 

12 

章係 

補償説明 131 補償説明記録簿 Ａ－４ 

 

 
説明用資料 Ａ－４又はＡ－３ 

 

第 

15 

章 

・ 

別 

記 

14 

関 

係 

写真撮影 

 

写真台帳 Ａ－４市販ファイル 

写真台帳に、 

業務名、調査場所名を表示する。 

写真のサイズは約 8 ㎝×11 ㎝とする。 

第 

16 

章 

・ 

別 

記 

15 

関 

係 

土地調書及び 

物件調書の作成 

132 土地調書 Ａ－３ 

データをＣＤ－Ｒ等にコピーし、併せ 

て成果物として提出する。(ファイル 

形式は監督員と協議すること。) 

133 物件調書 〃 〃 

  

134 各人別補償金集計表 Ａ－４ 
各人別に補償項目ごとに算定額を記載 

し集計する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別記３

実測平面図表示記号

区分
形状及び大きさ(mm) 線色及び線幅

摘要

記号

大字の境界 黒 0.35mm

字の境界 黒 0.35mm

No.5

3
.
0

2
.
5

3
.
0

土地の境界

一筆内の異なる
権利の境界

一筆内の異なる
地目の境界

一筆内の異なる
占有者の境界

用地杭及び
起業地の境界

使用貸借杭及び
使用貸借地の境界

用地境界仮杭及び
起業地の境界

中心杭

準拠点

補助基準点

黒 0.18mm

赤 0.18mm

赤 0.18mm

赤 0.18mm

赤 0.18mm

緑 0.18mm

赤 0.18mm

黒 0.18mm

黒 0.18mm

黒 0.18mm

土
地
の
境
界
標

2.0

2.0

2.0

2.0

黒 0.18mm

黒 0.18mm

黒 0.18mm

黒 0.18mm

石杭

コンク
リート杭

合成樹脂杭

不銹鋼杭

杭

境界線

2.0

2.0

1.5

4
.
0

１　実測平面図に表示する記号は、次表のとおりとする。

境界点を表示する場合は
直径1.5mmの円とする。

境界点を表示する場合は
直径1.5mmの円とする。

境界点を表示する場合は
直径1.5mmの円とする。

境界点を表示する場合は
直径1.5mmの円とする。

別記　3-1

J-3 2
.
5

HK7 2
.
5

二点鎖線

破線

実線

破線

点線

破線



区分
形状及び大きさ(mm) 線色及び線幅

摘要

記号

市町村名
大 字 名
字　　名

直立等線体で表示すること黒

地　　番
アラビア数字
左横書

123番5の場合123-5
地番支号
接続記号

同一所有者記号 黒 0.18mm

黒

5.0 * 5.0

黒

黒

3.5 * 3.5

所有者等の氏名
左横書を原則とする。
肩書きは（登）、（相）
等を使用すること。

地　　目

流水の方向

黒3.5 * 3.5

3.5 * 3.5

黒 0.18mm

市町村名
地番等

左横書（正方形直立等線体）

木　　造
茶 0.18mm
茶 0.35mm

茶 0.35mm非　木　造

無壁舎及び小屋は破線を
もって表示すること。

表示は外側真形とする。

配電線路

送電線路

鉄道・軌道

E サンポート 24

1.5
茶 0.18mm

茶 0.18mm

茶 0.18mm

柱の正位置、架線の方向
及び電柱番号を表示する
こと(文字：2.5*2.5)。

R ヨサンセン 12

1.5

基礎位置(外枠)、架線方向
及び鉄塔番号を表示する
こと（文字：2.5*2.5）。

柱の正位置、架線の方向
及び電柱番号を表示する
こと（文字：2.5*2.5）。

タカマツニシ 35

そ　の　他
A エキニシ 32

1.5
茶 0.18mm

柱の正位置、架線の方向
及び電柱番号を表示する
こと（文字：2.5*2.5）。

井　　戸 茶 0.18mm
柱の正位置、架線の方向
及び電柱番号を表示する
こと（文字：2.5*2.5）。

肥　料　槽 茶 0.18mm 文字：2.5*2.5

用水ポンプ 茶 0.18mm
柱の正位置、架線の方向
及び電柱番号を表示する
こと（文字：2.5*2.5）。

2.0

2.0

2.0

2.0

肥

P

配電通信線路
T ミナトニシ 8

1.5
茶 0.18mm

柱の正位置、架線の方向
及び電柱番号を表示する
こと(文字：2.5*2.5)。

貯　水　槽
2.0

貯

茶 0.18mm
大型の場合は、外周を普通
破線で表示すること
（文字：2.5*2.5）。

建　　物
工作物等

同一地番表示と混同するため
公図写し及び転写連続図には
使用しないこと。

※文字サイズは縮尺１／２５０で作図する場合を想定しており、縮尺１／５００で作図する場合など、
　これによりがたい場合は協議により変更できるものとする。

別記　3-2



２ 実測平面図の様式は、次図を標準とする。

A 表題部：事業名、所在地名、縮尺、図面番号を記載する。

B 表示図：当該図面が数葉の図面のどの位置に存するかを示す。

C 概見図：当該図面が国土基本図のどの区画に存するかを示す。

D 基準点等座標値：基準点、補助基準点、準拠点、中心杭、用地巾杭、用地境界仮杭について、座標値

を一覧表として記載する。

E その他：座標系等必要な事項があれば記載する。

F 業務に関する事項：次表のとおりとする。

主任技術者：徳島県公共測量作業規程第９条

第２項により選任された者

調査者：用地調査等共通仕様書第４章に定め

る測量に従事した者

計算者

検査者 受注者において、計算、検査、

照合者 照合の各々に従事した者

確認欄は、押印又は名字の署名と

する。

管理技術者：資格及び氏名の記名を要する。

94－1 94－2 95－1

94－3 95－3 95－3

04－1 04－2 05－1

業 務 名

発 注 者

測 量

完成年月日

受 注 者

主任技術者

調 査 者 計 算 者 検 査 者 照 合 者

管理技術者

X－KC

95－3



３ 閉鎖領域

ＣＡＤによって作図する場合においては、できるだけ、面積計算を行う各範囲がＣＡＤ上におい

て閉鎖領域となるように配慮すること。

４ レイヤ構成

用地実測平面図等をＣＡＤによって作成する場合のレイヤ構成は次表のとおりとする。

なお、次表の線色によりがたい場合は受発注者間で協議の上変更することができる。

ただし、線色を変える場合、できるだけ次表に示した色と同系統の色を使用すること。

※線色の「白」は、図面の印刷時には「黒」として出力されることを前提とした「白」である。

レイヤ名

レイヤに含まれる内容 線色 線種責任

主体

図面オブ

ジェクト
作図要素

ユーザ

定義

S SUV YOTI

001
Ａ表題部、Ｂ表示図、Ｃ概見図、Ｆ

業務に関する事項
白 実線

002 基準点、中心杭、準拠点 白 実線

003 補助基準点 白 実線

004 幅杭、買収線、使用幅杭、借地線 赤・緑 実線・破線

005 建物、工作物等 茶 実線

006 大字境界、字境界 白
二点破線・

破線

007 土地の境界（筆界） 白 実線

008 権利境界、地目境界、占有者境界 赤 破線・実線

009
市町村名、大字名、字名、土地の地

番
白 ―

010 現況地目、流水の方向 白 ―

011
所有者名、権利者名、占有者名、同

一所有者記号
白 ―

012 実測面積 白 ―

013
座標値、境界杭、用地境界仮杭、境

界点番号、境界辺長
白 実線

014 その他 ― ―















1

2

3 2



1

1/50 1/100

2

1

1/50 1/100

2



1

2

3 2





 

工作物調査算定要領 

第１章 総 則 

（適用範囲） 

第１条 この要領は、原則として、仕様書第９条第３号の「表２工作物区分」に掲げる生産設備及び庭園（以下この要領に 

おいて「工作物」という。）の調査算定に適用するものとする。 

なお、この要領によりがたい場合は、監督員の指示により、非木造建物要領、機械設備要領又は附帯工作物要領を 

準用するものとする。 

第２章 調査及び調査表等の作成 

（調査） 

第２条 工作物の調査は、現地における調査を基本とし、必要に応じて聴き取り調査、資料調査に基づき、次の各号につ 

いて行うものとする。 

一 当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地における建物及び工作物の配置状況 

二 工作物の種類、構造、形状、寸法、数量、所有者等及び設置(又は新設)年月 

三 その他補償額算定に必要と認められる事項 

四 当該権利者が所有し、又は使用する一画の敷地の状況及び工作物の現況が把握できる写真の撮影 

五 第２号及び第３号の調査の内、次表の種類の工作物の調査は、原則として、次表に定める事項について行うもの 

とする。 
   

 

種類 単位 調査事項 摘要 
 

庭園 ㎡ 

面積 

庭木、庭石等が築山あるいは 

泉水等とともに巧みに配置さ 

れた本格的庭園のみを調査対 

象とする。 

写真撮影を要する。 

庭石 

重量 

(ｔ) 

及び 

個数 

１個あたりの重量、数量、単価表の 

重量区分毎の総重量 

 

春日灯籠・織部型・ 

蘭渓燈・山灯籠 
基 高さ、数量 写真撮影を要する。 

雪見灯籠 〃 笠径、数量 写真撮影を要する。 

ブロック積花壇、化粧 

ブロック積花壇、レン 

ガ積花壇 

ｍ 数量(外縁の延長) 

 

  

別記７ 



   

 

ブロック縁石、玉石 

縁石、擬石ブロック 

縁石 

ｍ 延長 

  

池 ㎡ 構造、面積 写真撮影を要する。 

サイロ 基 規格寸法、数量 
 

溜壺(肥料壺) 〃 規格寸法、数量 
 

ビニールハウス ㎡ 

構造(木骨式、半鉄骨式、パイプハウ 

ス、ＡＰ型ハウス)、面積、経過年数、 

木骨式の場合はこれに加えて単棟・連 

棟の区分と角柱丸太柱の区分 

加温施設、散水施設等がある 

場合は、その構造・規格及び 

数量を併せて調査すること。 

写真撮影を要する。 
   

２ 前項第２号の設置（又は新設）年月の調査については、固定資産台帳、請負契約書等、施工業者又は所有者から聴き 

取り、専門家の意見等の方法により、必要な調査を行うものとする。 

３ 第１項の調査に当たっては、石綿含有建材の使用の有無について、石綿調査算定要領により調査を行うものとする。  

（調査表） 

第３条 工作物の調査表は、前条における調査結果に基づき、工作物調査表（様式第８１号）に、次に掲げる 

項目につき、それぞれ当該各号に定める事項を記載することにより作成するものとする。 

一 所在地 工作物の所在地 

二 調査年月日 調査を実施した年月日 

三 調査者 調査を実施した担当者の氏名 

四 所有者氏名 工作物の所有者の氏名又は名称 

五 所有者住所 工作物の所有者の住所又は主たる事務所の所在地 

六 土地所有者 土地所有者の氏名又は名称 

七 土地所有者住所 土地所有者の住所又は主たる事務所の所在地 

八 建物所有者 建物所有者の氏名又は名称 

九 建物所有者住所 建物所有者の住所又は主たる事務所の所在地 

十 種類 工作物の種類又は名称 

十一 形状寸法 工作物の構造、外形寸法（幅×奥行×高さ）等 

十二 数量 工作物の数量 

十三 起業地・残地の別 

十四 備考 工作物の設置（又は新設）年月、復元の可否及びその他参考事項 

（図面） 

第４条 作成する図面の種類は、次のとおりとする。 

一 工作物配置図 

二 工作物の詳細図 

三 写真撮影の方向図 

２ 工作物の図面は、原則として、次により作成するものとする。 

 一 図面は、工作物の所有者ごとに作成する。 

 二 図面の大きさは、原則として、産業標準化法（昭和２４年法律第１８５号）第１１条により制定され 

  た日本産業規格（以下「JIS」という。）A 列３判横とする。 

 三 図面は、原則として、上方が北の方位となるように配置する。 

 四 図面に表示する記号は、原則として、JIS の図記号による。 

 五 図面等に表示する数値及び面積計算は、仕様書第３８条による。 

 六 配置図は、工作物の種類又は名称ごとに番号を表示する。 



 七 詳細図は、必要に応じて作成し、構造、外形寸法（幅×奥行×高さ）等を記載する。 

 八 写真撮影方向図は、工作物配置図等を基に、撮影の位置、方向及び写真番号を記入する。 

 九 その他算定に必要となる図面は、適宜作成する。 

３ 次の各号に掲げる各図面の縮尺は、原則として、当該各号に定める縮尺によるものとし、各図面に該当 

縮尺を記入する。ただし、これにより難い場合は、この限りではない。 

一 工作物配置図  １００分の１又は２００分の１ 

二 工作物の詳細図 ５０分の１又は１００分の１ 

三 写真撮影方向図 １００分の１又は２００分の１ 

第３章 算 定 

（算定） 

第５条 受注者は、次の各号による外、機械設備要領又は附帯工作物要領に準じて算定を行い、工作物移転料算定表 

（様式第８２号）を作成するものとする。 

なお、庭石、ビニールハウス、その他の工作物で、機械設備要領又は附帯工作物要領に準じた算定が困難な工作 

物については、監督員の指示により算定するものとする。 

一 工作物移転料算定表は、工作物調査の成果に基づき、関係人ごとに取得し、又は使用しようとする土地（取得用 

地）とそれ以外の土地（残地等）の別に標準書記載の順序に従って整理記入すること。この場合において、種類及び 

規格が同一のため同じ単価の工作物については、まとめて記入すること。 

二 移転義務の有無については、工作物調査表に基づき、移転することを前提として補償されるものについては有と 

し、それ以外のものについては無とすること。 

三 種類及び規格は、工作物調査表に基づき、適用される標準書記載の種類及び規格を記入すること。この場合にお 

いて、調査した工作物名と標準書の工作物名が異なるときは、摘要欄に調査した工作物名を記入すること。 

四 標準書が適用できない庭園の移転料の算定にあたっては、庭園内の庭石、灯ろう、築山等及び立竹木の移転に 

の移転に要する補償額を「庭園」として一括して算定するものとする。







別記９ 

立竹木調査算定要領 

第１章 調 査 

（調査） 

第１条 立竹木の調査は、立竹木要領第３条により行うほか、次の各号によるものとする。 

一 用材林 

（１） 立竹木要領第３条第２号（３）の調査に基づく標準地の調査及び集計は、立竹木要領に定める様式に加え、用材林 

  標準地調査表兼集計表（様式第８８－２号）を作成するものとする。 

（２） 立竹木要領第３条第２号（４）の調査に基づく用材林の管理程度の判断は、下刈り、枝打ち等の状況及び標準書の 

     管理程度補正率表を基にした１㌶当たりの植栽本数からの判断によるものとし、次表の定めるところによる。 

 

 

 

判定基準 

下刈り、枝打ち等の状況 

 

良 否 

 

標準書の管理程度補正率表を基とした 

１㌶当たりの植栽本数からの判断 

１００％ 適正 適正 

 

１００％未満 適正 未管理 

 

 

  

    管理程度の判断にあたっては、管理程度補正判定表（様式第９０号）を作成するものとする。 

（３） 天然生林の調査は、次による。 

イ 胸高直径が３１㎝未満の場合は、樹種、本数及び胸髙直径を調査する。 

ロ 胸高直径が３１㎝以上の場合は、樹種、本数、胸髙直径及び材積を調査する。  
なお、材積の算出は監督員との協議による。 

二 収穫樹 

イ 園栽培の場合は、取得用地の面積又は監督員の指示により植栽本数を調査する。 

ロ 散在樹の場合は、本数を調整する。 

第２章 算 定 

（補償額の算定） 

第２条 補償額の算定は、立竹木要領第１０条により行うほか、次の各号によるものとし、立竹木補償額算定表（様式第９ 

１号）を作成するものとする。 

一 立竹木補償額算定表は、立竹木調査の成果に基づき、関係人ごとに取得等用地、残地の別に標準書記載の順序 

に従って整理記入すること。この場合において、種別及び樹種等が同一のため同じ単価の立竹木については、まと 

めて記入する。 



二 移転義務の有無は、立竹木調査表に基づき取得等用地にあるものについては有とし、残地にある立竹木について 

は無とする。 

三 分類は、高木、株物、玉物、生垣、特殊樹、利用樹、風致木、地被類、芝類、ツル性類、用材林、果樹、特用樹及び 

竹林等の別を記載する。ただし、風致木については、高木、株物等の種別、収穫樹については、園栽培又は散在樹も 

併記する。 

四 樹種は、立竹木調査表に基づき適用される標準書記載の樹種を記入すること。この場合において、調査した樹種名 

と標準書の樹種名が異なるときは、摘要欄に調査した樹種名を記入する。 

五 規格又は樹齢は、立竹木調査表に基づき適用される標準書単価に係る規格又は樹齢を記入する。 

六 構外・構内・移植・伐採・取得の区分は、庭木等については構外、構内又は伐採の別を、収穫樹については、移植又 

は伐採の別を、用材林、薪炭林及び竹林については取得又は伐採の別を記入する。 

七 庭木等の仮植されたもの及び苗木を育成中のもの等、標準書の単価によることが適当でないと認められるものについ 

ては、監督員の指示により見積書を作成又はこれを徴したうえ、立竹木補償額算定表に添付する。 

八 庭木等であって、標準書に単価の設定された規格をこえるものについては、監督員の指示により当該立木の樹価につ 

立木の樹価について見積書を作成又は徴したうえ、標準書に準じて補償額を算出し、その資料を立竹木補償額算定表 

に添付する。 

九 庭木等について監督員から伐採補償単価を適用する旨の指示があった場合は、摘要欄に「伐採」と記入する。 

十 用材林、薪炭林及び竹林について監督員から取得補償単価を適用する旨の指示があった場合は、伐採補償とは別に 

立竹木補償額算定表を作成する。この場合において、移転義務の有無は「無」と記入する。 

十一 用材林の取得補償単価を適用する場合において、標準書の単価によることが適当でないと認められるものについて 

は、監督員の指示により別途補償額を算出し、その資料を立竹木補償額算定表に添付する。 

十二 適正な管理が行われていない用材林の人工林に取得補償を適用する場合は、管理程度補正判定表（様式第９０ 

号）を作成し、立竹木補償額算定表に添付する。 

なお、管理程度補正率は標準書によるものとし、管理程度補正率を乗じて算定した補償額は、標準書の未管理立木 

補償上限表の当該立木の林齢における補償額を上限とする。 

十三 収穫樹について、管理程度補正率による補正を行う場合は、収穫樹(園栽培)管理程度補正表（様式第８９号）を作 

成し、立竹木補償額算定表に添付する。
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